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取組方針　杉並の魅力を生かしたにぎわいの創出
重点的な取組
●これまでの産業団体等との協働・連携による「中央線あるあるプロジェクト」や

区民との協働による「すぎなみ学倶楽部」等の取組に加え、プロポーザル方式に
より選定した民間事業者等を活用して、西武新宿線や京王井の頭線沿線などを含
めた区内全域の魅力を広く発信します。

〈具体的な取組内容〉
取組1 産業団体等との協働・連携による杉並の魅力発信
取組2 民間事業者のノウハウを活用した杉並の魅力発信
取組3 区民との協働による杉並の魅力発信 

●杉並アニメーションミュージアムでは、デジタルを活用した展示の充実のほか、
地域イベントへの出張ワークショップやSNSの活用による効果的な情報発信など
を通じて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減少した来館者数の回復を図
り、にぎわいの創出につなげます。

〈具体的な取組内容〉
取組6 杉並アニメーションミュージアムを活用したにぎわいの創出 
取組7 区内アニメ制作会社等との連携の推進  

指　標
●以下の指標を設定し、その達成に向けて重点的な取組を推進します。

観光・アニメに関する取組

⑶取組方針と指標

指標名
［指標の説明］

▶指標設定の考え方
現　状

目標値

6年度
（2024年度）

9年度
（2027年度）

12年度
（2030年度）

①区が発信する観光情報を観た人のうち杉並区を
訪れたいと思う人の割合

［区が発信する観光情報を観た人へのアンケート調査］
▶区の発信する観光情報が来街者誘致に寄与して

いるかを測ります。

− 64％ 67％ 70％

②杉並アニメーションミュージアム来館者数
▶観光資源として位置づけている杉並アニメー

ションミュージアムへの来館者数によるにぎわ
いを測ります。

2年度
（2020年度）
20,354人注）

36,000人 54,000人 80,000人

注）新型コロナウイルス感染症の影響により、例年に比べ数値が減少しています（参考：平成30年度（2018年度）実績69,674人）。

取組1 産業団体等との協働・連携による杉並の魅力発信　 重点

　区のほか、区内産業団体、企業、NPO等で構成される実行委員会が運営する「中央線ある
あるプロジェクト」を組織し、JR中央線
4駅（高円寺、阿佐ケ谷、荻窪、西荻窪）
を中心とした魅力をホームページ・SNS
やガイドブック等により発信します。
　また、「東京高円寺阿波おどり」など
の杉並ならではの観光資源であるイベン
ト等について、地域の団体などと連携し、
その魅力を更に高めていきます。

⑷具体的な取組内容

©東京高円寺阿波おどり

荻外荘復原イメージ

取組2 民間事業者のノウハウを活用した杉並の魅力発信　 重点

　プロポーザル方式により選定する民間事業者等を活用した「魅力発信事業」を通じて、JR
中央線に加え、西武新宿線や京王井の頭線沿線などの魅力あるイベントや各種史跡、飲食店
をはじめとする特徴のある店舗などの情報を発信します。また、令和6年度（2024年度）に
開園予定の（仮称）荻外荘公園を含む荻窪三庭園※1などの観光スポットについて、AR※2や
2次元コード等のデジタル技術を活用した効果的な情報発信や案内を行っていきます。さらに、
シェアサイクルやグリーンスローモビリティ※3などのMaaS（マース）※4等の活用による周遊
性を高めたツアーの実施などを通じて、区内全域の「にぎわい」を生む魅力を発信します。
※1 荻窪三庭園：大田黒公園・角川庭園・（仮称）荻外荘公園。
※2 AR：Augmented Realityの略。実際の画像や映像にCGを合成して、現実の世界に仮想空間を作り出す技術。
※3 グリーンスローモビリティ：時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、その車両も含めた総称。
※4 MaaS（マース）：Mobility as a Serviceの略。ICT（情報通信技術）によるマイカー以外の移動をスムーズにつなぐ新たな「移動」の概念又は様々

な移動サービスを1つに統合させた新たなモビリティサービス。
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取組8 近隣自治体等との連携によるアニメ等を活用した広域的な情報発信 
　中野区、豊島区などの近隣自治体や産業団体と連携
し、すぎなみフェスタと同時開催している「アニメ・
マンガフェス」などを通じて広域的な情報発信を行い、

「アニメのまち杉並」として地域ブランディングを推進
し、にぎわいの創出を図ります。

取組7 区内アニメ制作会社等との連携の推進　 重点

　アニメ制作会社が日本一集積するという区の特徴を生かし、杉並アニメーションミュージア
ムにおいて、区内アニメ制作会社等と連携し、新作アニメのPRにつながる展示や、アニメ制
作関係者等によるワークショップなどを開催します。また、アニメ制作過程における「ロケハ
ン」※1協力などを通じて、新たな聖地の創出や魅力の向上を図ります。
※1 ロケハン：ロケーション・ハンティングの略。アニメ制作におけるロケハンは、作品のモデルとなる場面のイメージを明確にするため、適切な場所を

探すこと。

取組3 区民との協働による杉並の魅力発信　 重点

　区民ライターが区民目線で、区の歴史や自然、ゆかりの人、食など、様々な分野の魅力を
取材・執筆する区公式ウェブサイト「すぎなみ学倶楽部」により、杉並の魅力を区民と協働し
て発信します。また、区公式「なみすけインスタグラム」に、区民ライターが収集した杉並の
魅力・イベントに関する写真を投稿し、来街者の誘致を図ります。

取組6 杉並アニメーションミュージアムを活用したにぎわいの創出　 重点

　杉並アニメーションミュージアムを観光資源として捉え、デジタルを活用した展示や企画
内容の充実により、大人から子どもまで楽しめる施設にします。また、地域イベントへの出張
ワークショップ（アニメ制作体験）やツイッターなどSNSの活用による効果的な情報発信を行
い、にぎわいの創出につなげます。さらに、経済活性化などの効果をより高めるために、立地
や施設規模等を総合的に判断し、引き続き移転場所を検討します。

取組4 インバウンド需要の回復に向けた取組
　今後、再び増加が見込まれる訪日外国人観光客を区に誘致し、魅力あるまちとしてリピー
ターや新規来街者の獲得につながる高い評価を得ることができるよう、パンフレットやウェブ
サイトなどにおいて、多言語による情報発信に取り組みます。

取組5 「なみすけ」の普及・活用等による区の知名度向上に向けた取組
　杉並区公式アニメキャラクター「なみすけ」のデザインを取り入れた「図柄入り杉並ナン
バープレート」※1や「デザインマンホール」※2などの取組を通じて、「なみすけ」の更なる普及
を図り、民間事業者による「なみすけ」をデザインした商品の販売等の商用利用を促進しま
す。
　また、映画等のロケへ協力する「フィルムコミッション」などに取り組み、区の知名度向上
や話題づくりにつなげます。
※1 図柄入り杉並ナンバープレート：区の魅力を発信することを目的として、平成30年（2018年）10月1日から交付を開始している「なみすけ」の図

柄が入った杉並ナンバープレート。
※2 デザインマンホール：アニメ・マンガ等を活用した「デザインマンホール蓋・活用等推進事業」の一環として都との連携により設置した「なみすけ」

を利用したデザインマンホール。

O F F I C I A L
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①都市農地の保全に向けた取組
区では、都市農地の保全を図るため、平成26年度（2014年度）に、農業者に対して農業経
営に必要な施設整備・物品購入等を支援する「杉並区営農活動支援補助制度」を創設し、7年
間で170件の補助を実施してきました。また、平成28年度（2016年度）には、自らの創意工
夫に基づき、農業経営の改善に意欲的に取り組む農業者を支援する「認定農業者制度」を創
設し、5年間で23名を認定するなど、農業の維持・継続支援を拡充してきました。しかしなが
ら、高齢化や後継者不足等により農家戸数の減少が続いており、令和3年（2021年）4月現在
の区内の農家戸数は127戸で、平成25年（2013年）4月の160戸に比べて約21％減少しまし
た（図15）。区内の農地面積についても、令和3年（2021年）4月現在では38.6haとなって
おり、平成25年（2013年）4月の48.0haに比べて約20％減少しました（図15）。なお、「東
京都農作物生産状況調査報告書」（令和3年3月発行）によると、令和元年（2019年）産の区
内農業産出額は3億600万円と、平成22年（2010年）産の3億4千万円に比べて10％減少に
とどまっています（図16）。

②地産地消に向けた取組
区内の農地では、都市農業の特徴でもある少量多品目の農産物が生産されており、トマト、
ダイコン、キャベツなど食卓に身近な野菜のほか、花きなど様々な農産物が栽培されていま
す（表2）。杉並産農産物は庭先販売が多くなっていますが、各種即売会や共同直販所による
販売も行われており、区では、農産物直販マップや区公式ホームページ等を通じて、これらの
販売情報の周知を図ってきました。「令和2年度杉並区産業実態調査」によると、「杉並産の野
菜、果物や花などを購入したことがある」区民の割合は46.6％であり、前回調査（平成29年
度（2017年度））の36.5％に比べて約10ポイント増加しています（図17）。
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⑴現状とこれまで（平成25年度（2013年度）～令和3年度（2021年度））の取組

表2　主な栽培品目（隣接自治体との比較） 出典：東京都農作物生産状況調査報告書（令和元年産）

杉並区 練馬区 中野区 世田谷区 武蔵野市
品目（野菜） 収穫量（t） 品目（野菜） 収穫量（t） 品目（野菜） 収穫量（t） 品目（野菜） 収穫量（t） 品目（野菜） 収穫量（t）
トマト 87 キャベツ 1,847 カリフラワー 20 ダイコン 78 ダイコン 94
ダイコン 81 ダイコン 611 ダイコン 7 バレイショ 66 キャベツ 50
キャベツ 53 バレイショ 206 トマト 7 キャベツ 62 ニンジン 47
バレイショ 37 ブロッコリー 151 バレイショ 5 トマト 61 コマツナ 40
コマツナ 25 ネギ 140 カンショ 2 サトイモ 32 バレイショ 35
ネギ 23 コマツナ 119 ネギ 2 ネギ 32 ネギ 22

ブロッコリー 18 エダマメ 115 ブロッコリー 2 コマツナ 30 ブロッコリー 22
エダマメ 12 スイートコーン 100 エダマメ 1 エダマメ 28 スイートコーン 17
サトイモ 11 ホウレンソウ 86 サトイモ 1 カンショ 26 エダマメ 16
スイートコーン 10 サトイモ 61 スイートコーン 1 ブロッコリー 26 サトイモ 12
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クリ 5 ブルーベリー 29 カキ 0 ウメ 4 カキ 9
ウメ 2 ウメ 4 キウイフルーツ 0 ブドウ 4 キウイフルーツ 4

ブルーベリー 2 クリ 4 ブルーベリー 0 カキ 3 ブルーベリー 3
ウンシュウミカン 0 ウンシュウミカン 3 − − ブルーベリー 3 クリ 1

※表示単位に満たないものは「0」で表記、該当なしは「−」で表記
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また、杉並産農産物の地産地消に向けた取組を推進するため、平成26年度（2014年度）か
ら生産者や農業委員等をメンバーとする地産地消推進連絡会を開催し、平成27年度（2015年
度）に同連絡会の提案により、杉並の農家の魅力を紹介する区内農業情報誌「杉並農人」を
創刊しました。
さらに、平成20年度（2008年度）から杉並産野菜を区内小中学校の学校給食に使用する

「地元野菜デー」や農家による訪問授業を実施しているほか、平成29年度（2017年度）に開
園した上井草二丁目団体利用農園では、専門家の意見を伺いながら、学校給食向けの食材や
「杉並らしさ」を生かした新作物について検討を行っており、江戸東京野菜「のらぼう菜」の
普及などにも取り組んでいます。

③農業と福祉の連携（農福連携）に関する取組
都市農地の保全と都市農地が持つ多面的な機能を福祉分野において効果的に活用していく

ため、区は、令和元年度（2019年度）から23区で初となる農福連携農園の整備と試験的作付
けを開始しました。区民ボランティアによる農作物の栽培や障害者施設等への区画の貸出な
どにより、高齢者・障害者等のいきがい創出や健康増進などにつながる取組を実施していま
す。なお、農福連携農園は管理棟の整備を終えて、令和3年（2021年）4月に全面開園し、愛
称を「すぎのこ農園」としました。

④都市農業への理解を深める取組
「令和2年度杉並区産業実態調査」によると、区内の農地について、「貴重な緑地として保全
してほしい」（71.3％）や「新鮮な農作物が食べられるので保全してほしい」（52.9％）など、
保全を希望する区民の割合に比べて、「商業施設に変わってほしい」（3.5％）や「宅地に変
わってほしい」（1.6％）といった他用途への転換を希望する区民の割合は極めて低くなってい
ます（図18）。また、「農業公園・体験農園・区民農園など農業を身近に学び楽しめる場となっ
てほしい」と思う区民の割合は51.2％となっており、農業体験等に強い関心が寄せられてい
ます（図18）。

こうした状況を踏まえ、区では、区民農園の運営や農家が運営する農業体験農園への支援
のほか、平成28年度（2016年度）には区内初となる農業公園「成田西ふれあい農業公園」
を、平成29年度（2017年度）には幼稚園・保育園などの団体が収穫体験できる農園「上井草
二丁目団体利用農園」を開園しました。また、令和3年度（2021年度）には23区初の取組と
なる「農福連携農園（すぎのこ農園）」を全面開園し、区民が農に触れ合う場と機会を拡充し
ています。そのほか、「農業祭」や即売会などの開催により、区民に対して杉並農業の魅力を
広くPRし、農業への理解促進を図っているところです。

すぎのこ農園管理棟

■図18　区内の農地面積の減少についての意見
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①都市農地の保全と都市農業の担い手の支援
都市農地を保全していくためには、農業の担い手の確保が喫緊の課題となっており、農業

収益の向上を図り、生業として成り立つことが必要不可欠です。そのため、消費者に近く、少
量多品目型という杉並における農業の特徴を最大限に生かして地産地消の取組を推進するほ
か、農業者、農業関係団体、近隣自治体と連携し、国や都に対して法改正や必要な支援制度
の拡充などを働きかけていく必要があります。また、「生産緑地法」の改正や「都市農地の貸
借の円滑化に関する法律（都市農地貸借法）」などの新たな農地保全制度の活用に向け、農業
者一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな対応を図り、農地の有効活用につなげていく必要が
あります。
さらに、農業者に対する農業指導や新たな品種栽培の助言などを継続的に実施するととも

に、デジタル技術の活用による農作業の省力化や農産物の高品質化についても情報収集及び
研究を進めていく必要があります。

②都市農地の持つ多面的機能の発揮
都市農地は、新鮮な農産物の供給などの役割のほか、災害時の防災空間、環境保全、良好

な景観の形成、農業体験・学習や交流の場など多面的な機能を有しており、これらの機能を
十分に発揮させるため、引き続き農業者や農業関係団体と区が連携して取組を進めていく必
要があります。特に、農福連携農園（すぎのこ農園）においては、障害者や高齢者等のいきが
い創出や健康増進、若者等の就労支援などの継続した取組とともに、区民・地域と連携した
活動により、都市農地の持つ多面的な機能をPRしていく必要があります。

⑵今後の課題

取組方針　多面的な機能を有する都市農業の保全
重点的な取組
●新たな農地保全制度の活用等の推進により、農地の保全を図るとともに、「杉並区
営農活動支援補助制度」の充実や農業者への技術指導、デジタル技術を活用した
農業の検討などにより、農業の維持・継続を支援します。

〈具体的な取組内容〉
取組1 都市農地の保全と適正管理
取組2 都市農業の維持・継続の支援 

●農福連携農園（すぎのこ農園）において、障害者や高齢者等のいきがい創出や健
康増進、収穫物を活用した福祉施設等の運営支援に加え、農地を活用した障害者
の就労につながる取組や子どもから高齢者まで楽しみながら参加できるイベント
等を区民・地域と連携して進めます。

〈具体的な取組内容〉
取組6 農業と福祉の連携

指　標
●以下の指標を設定し、その達成に向けて重点的な取組を推進します。

都市農業に関する取組

⑶取組方針と指標

指標名
［指標の説明］

▶指標設定の考え方
現　状

目標値

6年度
（2024年度）

9年度
（2027年度）

12年度
（2030年度）

①区内農地面積の減少率（前年比）
▶農地・農家戸数ともに減少している中、農地保全
に関する取組により、農地の減少に歯止めをか
けられているかを測ります。

平成24年度～
令和3年度

（2012年度～2021年度）
の平均
2.6％

令和4年度～
令和6年度

（2022年度～2024年度）
の平均
1.3％

令和4年度～
令和9年度

（2022年度～2027年度）
の平均
1.3％

令和4年度～
令和12年度

（2022年度～2030年度）
の平均
1.3％

②区内農業産出額
［東京都農作物生産状況調査報告書（東京都産業局）による杉並区の農業産出額］
▶農業者への支援・育成に関する取組等が農業者
の営農に寄与しているかを測ります。

元年産
（2019年産）
306百万円

4年産
（2022年産）
320百万円

7年産
（2025年産）
320百万円

10年産
（2028年産）
320百万円
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取組1 都市農地の保全と適正管理　 重点

　農業委員会やJA等と連携して、「都市農地の貸借の円
滑化に関する法律（都市農地貸借法）」に基づく生産緑
地の貸借や生産緑地地区の追加指定などの新たな農地
保全制度の活用を推進するとともに、農地所有者が実
施する体験農園やイベント農園などの有効活用に向け
た取組を検討し、「農の風景・景観」の保全を図ります。
　具体的には、農地所有者に対する農地の活用意向等
に係る調査を定期的に実施し、都市農地貸借法に基づ
く貸借制度の活用など、一人ひとりの農地所有者のニーズに応じた一層きめ細やかな相談・
支援を行い、農地の保全と適正管理につなげます。

取組2 都市農業の維持・継続の支援　 重点

　農業を維持・継続するための「杉並区営農活動支援補助制度」などについて、農業者の意
見を反映しながら充実を図るとともに、効率的で安定した農業経営を目指す認定農業者の営
農活動を支援し、農業の経営基盤の強化を促進します。
　また、農業の担い手に対する技術指導や新たな品種栽培指導、資機材等に対する支援、
AI・ICT（情報通信技術）等を活用した農業の検討などを農業関係団体と連携して実施します。

取組3 地産地消の推進 
　区内農業者やJA、農業団体等が
実施している直売所や即売会に関
する情報を、直販マップや区公式
ホームページ等で発信するととも
に、「地元野菜デー」等による区内
小中学校での給食や区内飲食店で
の活用などを進めます。
　また、農業者の生産力向上の取組や生産時期等の計画策定などの支援とともに、地産地消
推進連絡会を開催し、民間事業者の視点など幅広く意見を取り入れながら、地産地消を推進
します。

取組4 杉並産農産物の魅力向上
　JAや東京都農業改良普及センター、学校栄養士会等と連携しながら、上井草二丁目団体利
用農園の圃場において、消費者や学校給食のニーズにあった品種の生産、有機農法での栽培
などについて検討を進め、「杉並産農産物」の魅力向上に向けた取組を実施します。

取組5 防災兼用農業用井戸の整備促進 
　平常時は、農業用水として良質な農産物生産に利用でき、また災害
時には、近隣住民の生活用水として活用できる防災兼用農業用井戸に
ついては、設置に係る費用の一部を支援し、整備促進を図ります。ま
た、農地の防災機能を区民に周知する取組を実施します。

取組6 農業と福祉の連携　 重点

　令和3年（2021年）4月に全面開園した23区初となる農福連携農園（すぎのこ農園）では、
障害者や高齢者等のいきがい創出や健康増進、収穫物の提供による福祉施設等の運営を支援
します。また、障害者の就労につながる取組や子ども食堂、サロン活動の開催とともに、子ど
もから高齢者まで楽しみながら参加できるイベントの実施など、更なる運営の充実に向けて、
農園を活用した区民・地域との連携事業を進めます。

⑷具体的な取組内容

生産緑地

区役所即売会地元野菜デー

いきがい創出事業 すぎのこ農園見取り図

取組7 区民が農業にふれあう場の提供
　農業が住宅地の中にあるという杉並の特徴を生かし
た成田西ふれあい農業公園や区民農園、農福連携農園
（すぎのこ農園）を通じて、区民が農業に触れ合う場を
提供します。また、農業者自らが指導する農業体験農
園を支援するとともに、農業者が行う農業体験イベン
トなど区民が農業に親しみを感じる機会を提供しつつ、
都市農業や農地保全の大切さについて、区民の理解促
進に取り組みます。

収穫体験
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取組8 ボランティア等の活用支援
　高齢等の理由から耕作が困難又は不十分となった農業者
に対して、農業が継続できるよう、耕作意欲のある援農ボ
ランティア等の活用を支援します。
　また、成田西ふれあい農業公園において実施する講座受
講修了者によるサポーター制度や、農福連携農園（すぎの
こ農園）における公募ボランティアに対して、ステップアッ
プ研修や専門家による講習会を実施するとともに、農作業
やイベント補助などの農園運営を通じて、新たな農業の担
い手の育成につなげます。

取組9 各種情報媒体・イベントを活用した積極的な農業情報の発信 
　杉並産農産物の販売情報や生産者の情報と共に、都市農地の持つ防災機能や環境保全機能
などの多面的な機能と魅力を区公式ホームページや農業情報誌「杉並農人」等により広く発
信し、区民の理解促進を図ります。また、農業祭や、地域、商店街、観光事業などのイベント
と連携して都市農地の魅力と重要性を周知します。

農業祭（野菜で作られた宝船）

取組⓾ 他自治体等との連携による都市農地の保全と都市農業の振興 
　都市農地の保全と都市農業の振興のため、杉並区・世田谷区・JA東京中央の三者による共
同会議を開催し、農地保全制度に係る取組の研究や、農業振興に関する意見交換及び情報共
有を行うほか、農地関係法令や相続税等の税制改正・改善に向け、農業委員会やJA、東京都
農業会議、他区市と連携して、国や東京都に働きかけます。
　また、交流自治体が実施する物産展と連携して即売会を開催し、区内農産物のPRを図ります。

1 事業者・産業団体・区との連携
2 計画の進捗管理
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事業者、産業団体及び区は、「杉並区産業振興基本条例」に基づき、それぞれの責務を果た
していくとともに、共通の認識を持って相互に協力し、区内産業のPRや区内消費拡大の推進
などにより、産業の振興を図ります。

また、区は、これらの産業団体が地域経済及びまちづくりに果たす役割を理解し、当該産
業団体への加入促進及び基盤強化を図るとともに、活動の促進及び活性化に取り組みます。

計画を着実に推進していくために、杉並区産業振興審議会※1において各年度における計画
の進捗状況等を点検・評価するとともに、区内産業団体の意見を聴取し、取組の方法や内容
等の適切な見直しを定期的・継続的に行っていきます。
※1 杉並区産業振興審議会：区内の産業団体に属する者や産業関係者、学識経験者等の委員28人以内で組織する、産業の振興に関して必要な事項を

調査審議するための区長の附属機関。
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区内産業に関するデータ
杉並区産業振興基本条例
杉並区産業振興審議会条例
都市農業振興基本法
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●人口の推移

●人口構成割合の推移
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（％）

68.7 68.4 67.5 65.6
64.2 63.2 62.8 62.5 62.068.4

20.7 21.2 22.6 24.5
26.1 27.2 27.8 28.2 28.7

20.9

10.6 10.3 10.0 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.310.6

出典：杉並区総合計画 杉並区実行計画第1次（令和4年3月） 第1章 総論

：年少人口　 ：生産年齢人口　 ：高齢者人口

：年少人口　 ：生産年齢人口　 ：高齢者人口
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●創業年数の割合（業種別）
※19,636事業所のうち、n<15の
「農業」（n=13）、「電気・ガス・熱供
給・水道業」（n=12）、「不明」（n=4）
は除く。

出典：事業所母集団データベース(総務省統計局)「令和元年次フレーム注）」を基に区で集計
注）基準時点：令和元年（2019年）6月1日

●創業年数の割合

10％

28％

20％
14％

28％

■創業36年以上（昭和59年（1984年）以
前に創業）

■創業26～35年（昭和60年（1985年）～
平成6年（1994年）に創業）

■創業16～25年（平成7年（1995年）～
平成16年（2004年）に創業）

■創業6～15年（平成17年（2005年）～
平成26年（2014年）に創業）

■創業5年以下（平成27年（2015年）以降
に創業）

■創業36年以上
 （昭和59年（1984年）以前に創業）
■創業26～35年
 （昭和60年（1985年）～平成6年
（1994年）に創業）

■創業16～25年
 （平成7年（1995年）～平成16年
（2004年）に創業）

■創業6～15年
 （平成17年（2005年）～平成26年
（2014年）に創業）

■創業5年以下
 （平成27年（2015年）以降に創業）

7％

17％

16％
22％

39％

16％

32％

22％

16％

14％ 11％

37％

21％

12％

20％
7％

29％

21％
13％

30％

不動産業、物品賃貸業
（n=3090）

学術研究、専門・技術サービス業
（n=1432）

宿泊業、飲食サービス業
（n=2635）

生活関連サービス業、娯楽業
（n=1614）

8％

31％

22％
13％

26％
14％

40％
23％

10％
13％

91％

7％ 11％

26％

16％ 11％

35％

教育、学習支援業
（n=776）

医療、福祉
（n=2063）

複合サービス業
（n=54）

サービス業（他に分類されないもの）
（n=1009）

5%
11％

35％
20％

29％
9％

27％

19％ 11％

35％

9％

26％

22％ 10％

34％

運輸業、郵便業
（n=280）

卸売業、小売業
（n=4025）

金融業、保険業
（n=217）

8％

19％

19％
17％

38％

6％

16％

15％

12％

52％

17％

40％ 24％

12％
7％

建設業
（n=1227）

製造業
（n=472）

情報通信業
（n=713）

2％

（n=19,636）
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注）全体（n＝992）には、10件未満の業種（「電気・ガス・熱供給・水道業」「農林水産業」）及び「その他」の業種を含むため、「生活関連サービス業・娯楽業」以下
の各業種の件数の合計とは一致しない。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
■：週4回以上　■：週に2～3回　■：週に1回　■：月に2～3回　■：月に1回程度　■：年に数回　■：利用しない　■：無回答

令和2年度
（2020年度）
（n=620）

7.99.59.716.819.423.512.6 ─0.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
■：毎日　■：週に2～3回　■：週に1回　■：月に2～3回　■：月に1回程度　■：年に数回　■：ほとんど利用しない　■：無回答

出典：令和2年度杉並区産業実態調査

平成29年度
（2017年度）
（n=551）

14.96.710.013.617.228.39.1 ─0.2

出典：令和2年度杉並区産業実態調査

全体（n=992）注）

生活関連サービス業・娯楽業（n=49）

卸売業・小売業（n=179）

宿泊業・飲食サービス業（n=123）

金融業・保険業（n=11）

医療・福祉（n=113）

その他のサービス業（n=126）

運輸業・郵便業（n=23）

建設業（n=73）

不動産業・物品賃貸業（n=112）

製造業（n=24）

情報通信業（n=10）

学術研究・専門技術サービス業（n=26）

教育・学習支援業（n=40）
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16.7
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出典：東京の労働力（労働力調査結果）令和3年平均結果（東京都総務局）
：就業者数対前年増減（東京都）　 ：完全失業率（東京都）　 ：完全失業率（全国）
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（n＝334 複数回答）

分　類 回答数 主な回答

自然・緑・公園・川 109件 善福寺川　神田川周辺の遊歩道　公園の緑の多さ　水辺の広場
野鳥の森　自然豊かな公園

アニメ 61件 アニメ産業　アニメーションに関する展示施設

文化芸術 52件 サブカルチャー　歴史的な遺跡(有名人の旧屋敷など）

街の雰囲気・街並み 43件 起伏があり美しく落ち着いた街並み　静かな街

個人商店 29件 高円寺の古着　アンティーク　古本

飲食店 23件 杉並区でしか食べられないグルメの豊富さ(飲み屋やカフェなど)　
中央線沿線（高円寺～西荻窪）の個性的な飲食店

神社仏閣 23件 神社仏閣　井草八幡宮　荻窪八幡神社　大宮八幡宮

イベント・まつり 22件 高円寺阿波おどり　七夕祭り　ジャズフェスティバル

商店街 22件 昔ながらの商店街　個性的な商店のある商店街

人 10件 杉並区の人間らしい心性　杉並区民そのもの　人情

農業・農作物 6件 おいしい農作物　新鮮で安くておいしい無人販売野菜

なみすけ 6件 なみすけ

その他 14件 地元感　アンネのバラ　保育園　学校　教育　子育てに適した街
出典：令和2年度杉並区産業実態調査

出典：杉並区産業振興センター資料（令和3年度）

（n＝239）
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杉並区では、良好な住宅都市として発展する中で、商業、工業、農業をはじめ、情報関連産業やサー
ビス業等様々な産業が営まれてきた。

これからの杉並区を、地域ににぎわいと活力を生み出す産業と住環境とが調和した、より質の高
い住宅都市へと発展させていくためには、全ての事業者、区民及び区は、相互に協力し、産業の持
つ多面的な機能と魅力を高め、さらにその機能と魅力を将来に伝えていかなければならない。

そのためには、より豊かに安心して暮らせるまちづくりという観点に立って、地域社会と共生す
る活力ある産業の振興を目標に、商業、工業、農業といった枠組みを越えた横のつながりを意識し
た新たな取組や、地域の特性や事業者の意欲と多くの人々の力が生かされる取組等を進めていく必
要がある。

これらの取組に向けて、産業振興における基本方針と施策の方向性を明らかにするとともに、全
ての人々が手を携えて、杉並らしい産業を振興していくことを目指し、ここにこの条例を制定する。
（目的）
第1条 この条例は、杉並区（以下「区」という。）における産業が区民生活や地域社会にとって重

要な役割を果たしていることに鑑み、産業振興（区における産業の振興をいう。以下同じ。）に関
する基本的な事項を定めることにより、産業振興の総合的な推進を図り、もって区民生活の向上
及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（定義）
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。
⑴　区民　区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。
⑵　事業者　区内において、事業活動を行うものをいう。
⑶　産業経済団体　区内に存する商工会議所（商工会議所法（昭和28年法律第143号）に規定す

る商工会議所をいう。）、商店会（商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）に規定する商店
街振興組合若しくは中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に規定する事業協同組合
又は任意の商店会をいう。）その他産業振興を図ることを目的とした団体として区長が認めたも
のをいう。

（基本方針）
第3条 産業振興は、事業者の創意工夫及び自助努力をもとに、事業者、産業経済団体、区民及び

区が協力し、総合的なまちづくりの観点から推進することを基本とする。
2　前項に規定するもののほか、産業振興は、次に掲げる方針に基づき推進していくものとする。

⑴　住環境と調和した産業振興を図ること。
⑵　産業経済団体への加入の促進及びその組織の基盤の強化を図る等、産業経済団体の活動を促

進すること。
⑶　区内産業の付加価値を高める取組及び農産物の地産地消の推進その他の区内産品の需要を拡

大させる仕組みづくりを推進すること。
⑷　生活に潤いや豊かさを与える生活支援拠点としての商店街づくりを進めること。
⑸　安全、安心、安らぎ等の多様な機能を備えた都市における農地の重要性に鑑み、その保全に

努めること。
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（n＝334 複数回答）

分　類 回答数 主な回答

自然・緑・公園・川 109件 善福寺川　神田川周辺の遊歩道　公園の緑の多さ　水辺の広場
野鳥の森　自然豊かな公園

アニメ 61件 アニメ産業　アニメーションに関する展示施設

文化芸術 52件 サブカルチャー　歴史的な遺跡(有名人の旧屋敷など）

街の雰囲気・街並み 43件 起伏があり美しく落ち着いた街並み　静かな街

個人商店 29件 高円寺の古着　アンティーク　古本

飲食店 23件 杉並区でしか食べられないグルメの豊富さ(飲み屋やカフェなど)　
中央線沿線（高円寺～西荻窪）の個性的な飲食店

神社仏閣 23件 神社仏閣　井草八幡宮　荻窪八幡神社　大宮八幡宮

イベント・まつり 22件 高円寺阿波おどり　七夕祭り　ジャズフェスティバル

商店街 22件 昔ながらの商店街　個性的な商店のある商店街

人 10件 杉並区の人間らしい心性　杉並区民そのもの　人情

農業・農作物 6件 おいしい農作物　新鮮で安くておいしい無人販売野菜

なみすけ 6件 なみすけ

その他 14件 地元感　アンネのバラ　保育園　学校　教育　子育てに適した街
出典：令和2年度杉並区産業実態調査

出典：杉並区産業振興センター資料（令和3年度）
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杉並区では、良好な住宅都市として発展する中で、商業、工業、農業をはじめ、情報関連産業やサー
ビス業等様々な産業が営まれてきた。

これからの杉並区を、地域ににぎわいと活力を生み出す産業と住環境とが調和した、より質の高
い住宅都市へと発展させていくためには、全ての事業者、区民及び区は、相互に協力し、産業の持
つ多面的な機能と魅力を高め、さらにその機能と魅力を将来に伝えていかなければならない。

そのためには、より豊かに安心して暮らせるまちづくりという観点に立って、地域社会と共生す
る活力ある産業の振興を目標に、商業、工業、農業といった枠組みを越えた横のつながりを意識し
た新たな取組や、地域の特性や事業者の意欲と多くの人々の力が生かされる取組等を進めていく必
要がある。

これらの取組に向けて、産業振興における基本方針と施策の方向性を明らかにするとともに、全
ての人々が手を携えて、杉並らしい産業を振興していくことを目指し、ここにこの条例を制定する。
（目的）
第1条 この条例は、杉並区（以下「区」という。）における産業が区民生活や地域社会にとって重

要な役割を果たしていることに鑑み、産業振興（区における産業の振興をいう。以下同じ。）に関
する基本的な事項を定めることにより、産業振興の総合的な推進を図り、もって区民生活の向上
及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（定義）
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。
⑴　区民　区内に住み、働き、又は学ぶ人をいう。
⑵　事業者　区内において、事業活動を行うものをいう。
⑶　産業経済団体　区内に存する商工会議所（商工会議所法（昭和28年法律第143号）に規定す

る商工会議所をいう。）、商店会（商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）に規定する商店
街振興組合若しくは中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に規定する事業協同組合
又は任意の商店会をいう。）その他産業振興を図ることを目的とした団体として区長が認めたも
のをいう。

（基本方針）
第3条 産業振興は、事業者の創意工夫及び自助努力をもとに、事業者、産業経済団体、区民及び

区が協力し、総合的なまちづくりの観点から推進することを基本とする。
2　前項に規定するもののほか、産業振興は、次に掲げる方針に基づき推進していくものとする。

⑴　住環境と調和した産業振興を図ること。
⑵　産業経済団体への加入の促進及びその組織の基盤の強化を図る等、産業経済団体の活動を促

進すること。
⑶　区内産業の付加価値を高める取組及び農産物の地産地消の推進その他の区内産品の需要を拡

大させる仕組みづくりを推進すること。
⑷　生活に潤いや豊かさを与える生活支援拠点としての商店街づくりを進めること。
⑸　安全、安心、安らぎ等の多様な機能を備えた都市における農地の重要性に鑑み、その保全に

努めること。
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⑹　区民の安定的な就労を促進すること。
⑺　仕事と生活の調和を図り、安心して健康に働くことのできる環境の整備を推進すること。
⑻　地域の資源を発掘し、活用し、及び発信することにより、魅力の向上及びにぎわいの創出を

図り、地域経済の活性化を推進すること。
（事業者等の責務）
第4条 事業者及び産業経済団体（以下「事業者等」という。）は、自らが地域社会の一員としての

社会的責任があるとともに、区内産業の担い手であることを自覚し、地域活動への積極的な参加
及び応分の負担を行う等、地域社会との調和を図り、その発展に寄与するよう努めなければなら
ない。

2　事業者等は、他の事業者等と相互に連携し、情報の交換及び共有を行い、事業の発展及び地域経
済の活性化に努めなければならない。

3　事業者等は、区民の利便性及び快適性の向上のための環境の整備等を通じて、地域社会に貢献す
るよう努めなければならない。

4　事業者は、経営基盤の強化、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めなければならない。
5　事業者は、産業経済団体が地域経済及びまちづくりに果たす役割を理解し、産業経済団体への加

入等により、産業振興の基盤強化に資するよう努めなければならない。
（区の責務）
第5条 区は、地域経済の活性化を通じて、区民生活の向上及び地域社会の発展に意欲を持って取

り組む事業者等について、その目的が達成できるよう適切な支援を行うものとする。
2　区は、産業経済団体に加入する事業者に対し必要な措置を講ずる等、産業経済団体への加入の促

進及びその組織の基盤の強化を支援するものとする。
3　区は、産業振興に関する施策を実施するため、国、東京都その他の関係機関との連携を図るもの

とする。
4　区は、区内産業の実態把握に努め、産業振興に関する計画を定め、必要に応じて施策及び事業の

評価及び見直しを行うものとする。
（区民の理解と協力）
第6条 区民は、自らの消費行動が地域経済の活性化に寄与することを理解し、区内産品の消費を

積極的に進め、産業振興に協力するよう努めるものとする。
（委任）
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2　杉並区商店街における商業等の活性化に関する条例（平成16年杉並区条例第41号）は、廃止する。
3　この条例の施行の際、現に存する杉並区産業振興計画は、第5条第4項の規定により定められた

産業振興に関する計画とみなす。
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（設置）
第1条 産業の振興に関して必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、杉並区産業

振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（所掌事項）
第2条 審議会は、産業の振興に関する重要な事項について、区長の諮問に応じ、答申する。
2　審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。
（組織）
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員28人以内をもって組織する。

⑴　区内の産業団体に属する者　10人以内
⑵　産業関係者　10人以内
⑶　学識経験者　3人以内
⑷　その他区長が適当と認める者　5人以内

2　委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

（会長及び副会長）
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3　審議会に副会長1人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第5条 審議会は、会長が招集する。
2　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4　審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。
（部会）
第6条 審議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。
2　部会の委員及び部会長は、第3条第1項に規定する委員のうちから、会長が指名する。
3　部会の会議は、公開とする。ただし、部会の議決があったときは、非公開とすることができる。
4　前3項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、審議会が定める。
（委員以外の者の出席等）
第7条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ

て意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
（委任）
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
1　この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2　杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年杉並区条例第31号）の一

部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
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⑹　区民の安定的な就労を促進すること。
⑺　仕事と生活の調和を図り、安心して健康に働くことのできる環境の整備を推進すること。
⑻　地域の資源を発掘し、活用し、及び発信することにより、魅力の向上及びにぎわいの創出を

図り、地域経済の活性化を推進すること。
（事業者等の責務）
第4条 事業者及び産業経済団体（以下「事業者等」という。）は、自らが地域社会の一員としての

社会的責任があるとともに、区内産業の担い手であることを自覚し、地域活動への積極的な参加
及び応分の負担を行う等、地域社会との調和を図り、その発展に寄与するよう努めなければなら
ない。

2　事業者等は、他の事業者等と相互に連携し、情報の交換及び共有を行い、事業の発展及び地域経
済の活性化に努めなければならない。

3　事業者等は、区民の利便性及び快適性の向上のための環境の整備等を通じて、地域社会に貢献す
るよう努めなければならない。

4　事業者は、経営基盤の強化、人材の育成、従業員の福利厚生の向上等に努めなければならない。
5　事業者は、産業経済団体が地域経済及びまちづくりに果たす役割を理解し、産業経済団体への加

入等により、産業振興の基盤強化に資するよう努めなければならない。
（区の責務）
第5条 区は、地域経済の活性化を通じて、区民生活の向上及び地域社会の発展に意欲を持って取

り組む事業者等について、その目的が達成できるよう適切な支援を行うものとする。
2　区は、産業経済団体に加入する事業者に対し必要な措置を講ずる等、産業経済団体への加入の促

進及びその組織の基盤の強化を支援するものとする。
3　区は、産業振興に関する施策を実施するため、国、東京都その他の関係機関との連携を図るもの

とする。
4　区は、区内産業の実態把握に努め、産業振興に関する計画を定め、必要に応じて施策及び事業の

評価及び見直しを行うものとする。
（区民の理解と協力）
第6条 区民は、自らの消費行動が地域経済の活性化に寄与することを理解し、区内産品の消費を

積極的に進め、産業振興に協力するよう努めるものとする。
（委任）
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2　杉並区商店街における商業等の活性化に関する条例（平成16年杉並区条例第41号）は、廃止する。
3　この条例の施行の際、現に存する杉並区産業振興計画は、第5条第4項の規定により定められた

産業振興に関する計画とみなす。
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平成24年3月22日
条例第16号

（設置）
第1条 産業の振興に関して必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、杉並区産業

振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。
（所掌事項）
第2条 審議会は、産業の振興に関する重要な事項について、区長の諮問に応じ、答申する。
2　審議会は、前項に規定する事項に関し、区長に意見を述べることができる。
（組織）
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員28人以内をもって組織する。

⑴　区内の産業団体に属する者　10人以内
⑵　産業関係者　10人以内
⑶　学識経験者　3人以内
⑷　その他区長が適当と認める者　5人以内

2　委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。

（会長及び副会長）
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3　審議会に副会長1人を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第5条 審議会は、会長が招集する。
2　審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4　審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができる。
（部会）
第6条 審議会に、特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。
2　部会の委員及び部会長は、第3条第1項に規定する委員のうちから、会長が指名する。
3　部会の会議は、公開とする。ただし、部会の議決があったときは、非公開とすることができる。
4　前3項に定めるもののほか、部会について必要な事項は、審議会が定める。
（委員以外の者の出席等）
第7条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ

て意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
（委任）
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附　則
1　この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2　杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年杉並区条例第31号）の一

部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
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平成二十七年法律第十四号

第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を
定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する
施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の
有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業を
いう。

（基本理念）
第三条　都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続され
てきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみ
ならず、都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農
作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民
及び都市住民相互の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能
以外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発
揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよ
う、積極的に行われなければならない。
2　都市農業の振興は、我が国における少子高齢化の進展及び人口の減少等の状況並びに地球温暖
化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、都市農業の有する前項の機能が
適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発展に資するとの認識に立って、土地利用に関す
る計画の下で、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市
街地の形成に資するよう行われなければならない。

3　都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をはじめとする幅広い
国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、地域の実情に即して、その推進
が図られなければならない。

（国の責務）
第四条　国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、都市農業の振興に関する
施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適切な役割分担を
踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（都市農業を営む者等の努力）
第六条　都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当
たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

（関係者相互の連携及び協力）
第七条　国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が
円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
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（法制上の措置等）
第八条　政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は
金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

第二章　都市農業振興基本計画等
（都市農業振興基本計画）
第九条　政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振
興基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。

2　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針
二　次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講
ずべき施策

三　前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

3　農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4　農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、
あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5　農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、
あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市
農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければな
らない。
6　政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7　第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
（地方計画）
第十条　地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関
する計画（以下「地方計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

2　地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主
体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3　地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4　前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。

第三章　基本的施策
（都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保）
第十一条　国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業
の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じ
た農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報
の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他
の必要な施策を講ずるものとする。

（都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮）
第十二条　国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに
国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画における当
該機能の位置付けの明確化、都市農業を営む者等とのこれらの機能の発揮に係る協定の締結、こ
れらの機能の発揮に資する施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
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第一章　総則
（目的）
第一条　この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を
定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する
施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の
有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業を
いう。

（基本理念）
第三条　都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力により継続され
てきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新鮮な農産物を供給する機能のみ
ならず、都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農
作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民
及び都市住民相互の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能
以外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切かつ十分に発
揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用及び適正な保全が図られるよ
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化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、都市農業の有する前項の機能が
適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発展に資するとの認識に立って、土地利用に関す
る計画の下で、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市
街地の形成に資するよう行われなければならない。

3　都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をはじめとする幅広い
国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、地域の実情に即して、その推進
が図られなければならない。
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第四条　国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、都市農業の振興に関する
施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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第六条　都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する活動を行うに当
たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。

（関係者相互の連携及び協力）
第七条　国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興に関する施策が
円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
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（法制上の措置等）
第八条　政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は
金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

第二章　都市農業振興基本計画等
（都市農業振興基本計画）
第九条　政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振
興基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。

2　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針
二　次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講
ずべき施策

三　前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

3　農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4　農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、
あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5　農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、
あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市
農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければな
らない。
6　政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7　第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
（地方計画）
第十条　地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関
する計画（以下「地方計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

2　地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主
体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3　地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4　前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。

第三章　基本的施策
（都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保）
第十一条　国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業
の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じ
た農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報
の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他
の必要な施策を講ずるものとする。

（都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮）
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（的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策）
第十三条　国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが
共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、的確
な土地利用に関する計画が策定され、及びこれに基づき土地利用の規制その他の措置が実施され
るために必要な施策を講ずるものとする。

（税制上の措置）
第十四条　国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農
業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な
税制上の措置を講ずるものとする。

（都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進）
第十五条　国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産
地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しくは販
売又は食事の提供を行う事業者との連携の促進その他販売先の開拓の支援、都市住民に対する地
元産の農産物に関する情報の提供、学校給食等における地元産の農産物の利用の推進その他の必
要な施策を講ずるものとする。

（農作業を体験することができる環境の整備等）
第十六条　国及び地方公共団体は、都市農業の有する第三条第一項の機能のうち同項の場を提供す
る機能が発揮されるようにするとともに都市における農地の有効な活用が図られるようにし、及
び都市住民の農業に対する理解と関心を深めるため、市民農園の整備その他の農作業を体験する
ことができる環境の整備、教育及び高齢者、障害者等の福祉を目的とする都市農業の活用の推進
その他の必要な施策を講ずるものとする。

（学校教育における農作業の体験の機会の充実等）
第十七条　国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、
特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、
農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させる
ようにするものとする。

（国民の理解と関心の増進）
第十八条　国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を
深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市
住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

（都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等）
第十九条　国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様
な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の
必要な施策を講ずるものとする。

（調査研究の推進）
第二十条　国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。
（連携協力による施策の推進）
第二十一条　農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に
策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、
それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。
附　則　抄
（施行期日）
1　この法律は、公布の日から施行する。
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